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民事信託のキホンを確認する

2024年11月 月例実践講座

【信託開始前編】
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１．信託が必要なとき 信託を検討するはじめの一歩

２．信託スキームと信託契約

３．信託の税務に関する確認

４．信託開始前の調整事項

本日の内容

□ 説明
□ 信託法・税務
□ スケジュール管理
□ 報酬

に関するキホンも確認しながら
すすめていきます
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民事信託を始めるまでのSTEP

❶お客様のお考えと
ご家族や資産状況を把握 ❷見積提示し業務を受任 ❸信託の検討

❹信託契約の作成 ❺信託契約と資産の移転 ❻民事信託の開始

トラコム掲載資料
信託組成関連資料 ⇒お客様への説明資料・動画説明
『民事信託を始めるまで』
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お客さまのお考えとご家族や資産状況を把握

信託を検討するはじめの一歩 ①

お客様のご希望や状況をお聴きします

①ご家族構成（ご年齢、お子様の数、お孫様の数など）

②お客様が所有する資産（全体）の概略

③信託を検討する理由

⇨信託したいとお考えの資産の内容

⇨ご家族への資産承継のお考え

⇨実現したいご希望 トラコム掲載資料
『民事信託を始めるまで』より

お客さまの現状、そして、お客さまが実現したいことを把握する 信託で実現したいこと
【信託目的】は何か？
を把握する
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例：自社株【信託財産】を後継者の長男に承継する信託を検討したい

家族
配偶者（妻）
長男 【後継者】
長女
次男

依頼者が所有する財産
預金
不動産
自社株
会社への貸付金
生命保険

信託を検討するはじめの一歩 ②
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実現したいこと【信託目的】 自社株を後継者に承継したい
信託財産の
利益などを得る人

自分の財産の
管理・処分を任せる人

委託者 受益者

残余の信託財産
の帰属者

信託が終わった後
残った財産が帰属する人

財産の
管理と処分を任された人

受託者

信託する財産を移転して
その財産の管理・処分を任せる

信託財産

管理・処分することで
利益も生まれる

信託契約
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　　　　　　様が所有する資産の一覧表　
資産合計額（円） 196,800,000

資産区分 番号 信託するor
信託しない 所在地番 不動産の種類 現況地目・建築年・構造・種類 固定資産税評価額 抵当権 特記

1 信託しない ＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ 土地 宅地 25,000,000 無 自宅
2 信託する ＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ 土地 宅地 60,000,000 有
3 信託する ＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ 土地 宅地 40,000,000 有
4 信託しない ＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ 建物 ○年、木造瓦葺2階建 5,000,000 無 自宅
5 信託する ＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ 建物 ○年、軽量鉄骨造陸屋根2階建て・共

同住宅 25,000,000 有

6 信託する ＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ 建物 ○年、軽量鉄骨造陸屋根2階建て・共
同住宅 25,000,000 有

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

不動産合計 180,000,000 円
資産区分 番号 信託するor

信託しない 金融機関名・支店 金額
1 信託する ◯◯銀行□□支店 10,000,000
2 信託しない ◯◯銀行□□支店 5,000,000
3
4
5

預金合計 15,000,000
資産区分 番号 信託するor

信託しない 会社名 金額
1
2
3

自社株合計 0
資産区分 番号 信託するor

信託しない 有価証券の内容 区分 証券会社名・支店 金額
1 未定 株式会社＊＊＊＊＊ 上場株式 ◯◯証券□□支店 1,000,000
2 未定 ＊＊＊＊＊株式会社 上場株式 ◯◯証券□□支店 800,000
3
4
5
6
7
8
9
10

有価証券合計 1,800,000

有価証券

不動産

定期預金
普通預金

預金種類

預金

評価額算定の根拠

自社株


所有する資産一覧表

		　　　　　　様が所有する資産の一覧表　 サマ イチヨウ ショユウ シサン イチラン ヒョウ

												資産合計額（円） シサン ゴウケイガク エン		196,800,000

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		信託するor信託しない シンタク シンタク		所在地番 ショザイ チバン		不動産の種類 フドウサン シュルイ		現況地目・建築年・構造・種類 ゲンキョウ チモク ケンチク ネン コウゾウ シュルイ		固定資産税評価額 コテイ シサン ゼイ ヒョウカガク		抵当権 テイトウケン		特記 トッキ

		不動産 フドウサン		1		信託しない		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		土地		宅地 タクチ		25,000,000		無		自宅 ジタク

				2		信託する		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		土地 トチ		宅地 タクチ		60,000,000		有

				3		信託する		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		土地 トチ		宅地 タクチ		40,000,000		有

				4		信託しない		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		建物		○年、木造瓦葺2階建 ネン モクゾウ カワラ フ カイ ダ		5,000,000		無		自宅 ジタク

				5		信託する		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		建物		○年、軽量鉄骨造陸屋根2階建て・共同住宅 ネン ケイリョウ テッコツ ツク リクヤネ カイ ダ キョウドウ ジュウタク		25,000,000		有 ア

				6		信託する		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		建物		○年、軽量鉄骨造陸屋根2階建て・共同住宅 ネン ケイリョウ テッコツ ツク リクヤネ カイ ダ キョウドウ ジュウタク		25,000,000		有 ア

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

												不動産合計 フドウサン ゴウケイ		180,000,000		円 エン

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		信託するor信託しない シンタク シンタク		金融機関名・支店 キンユウ キカン ナ シテン		預金種類 ヨキン シュルイ				金額 キンガク

		預金 ヨキン		1		信託する		◯◯銀行□□支店 ギンコウ シテン		定期預金 テイキ ヨキン				10,000,000

				2		信託しない		◯◯銀行□□支店 ギンコウ シテン		普通預金 フツウ ヨキン				5,000,000

				3

				4

				5

												預金合計 ヨキン ゴウケイ		15,000,000

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		信託するor信託しない シンタク シンタク		会社名 カイシャ ナ		評価額算定の根拠 ヒョウカガク サンテイ コンキョ				金額 キンガク

		自社株 ジシャカブ		1

				2

				3

												自社株合計 ジシャカブ ゴウケイ		0

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		信託するor信託しない シンタク シンタク		有価証券の内容 ユウカ ショウケン ナイヨウ		区分 クブン		証券会社名・支店 ショウケン カイシャ ナ シテン		金額 キンガク

		有価証券 ユウカ ショウケン		1		未定		株式会社＊＊＊＊＊ カブシキ カイシャ		上場株式 ジョウジョウ カブシキ		◯◯証券□□支店 ショウケン シテン		1,000,000

				2		未定		＊＊＊＊＊株式会社 カブシキ カイシャ		上場株式 ジョウジョウ カブシキ		◯◯証券□□支店 ショウケン シテン		800,000

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

												有価証券合計 ユウカ ショウケン ゴウケイ		1,800,000





信託する資産候補の一覧表

		　　　　　　様が信託する資産候補の一覧表　 サマ イチヨウ シンタク シサン コウホ イチラン ヒョウ

										資産合計額（円） シサン ゴウケイガク エン		150,680,900

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		所在地番 ショザイ チバン		不動産の種類 フドウサン シュルイ		現況地目・建築年・構造・種類 ゲンキョウ チモク ケンチク ネン コウゾウ シュルイ		固定資産税評価額 コテイ シサン ゼイ ヒョウカガク		抵当権 テイトウケン		特記 トッキ

		不動産 フドウサン		1		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		土地 トチ		宅地 タクチ		40,000,000		有

				2		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		土地 トチ		宅地 タクチ		40,000,000		有

				3		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		建物		○年、軽量鉄骨造陸屋根2階建て・共同住宅 ネン ケイリョウ テッコツ ツク リクヤネ カイ ダ キョウドウ ジュウタク		30,340,450		有 ア

				4		＊＊県＊＊市＊＊＊　○丁目○番地○ ケン シ チョウメ バン チ		建物		○年、軽量鉄骨造陸屋根2階建て・共同住宅 ネン ケイリョウ テッコツ ツク リクヤネ カイ ダ キョウドウ ジュウタク		30,340,450		有 ア

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

										不動産合計 フドウサン ゴウケイ		140,680,900		円 エン

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		金融機関名・支店 キンユウ キカン ナ シテン		預金種類 ヨキン シュルイ				金額 キンガク

		預金 ヨキン		1		◯◯銀行□□支店 ギンコウ シテン		定期預金 テイキ ヨキン				10,000,000

				2

				3

				4

				5

										預金合計 ヨキン ゴウケイ		10,000,000

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		会社名 カイシャ ナ		評価額算定の根拠 ヒョウカガク サンテイ コンキョ				金額 キンガク

		自社株 ジシャカブ		1

				2

				3

										自社株合計 ジシャカブ ゴウケイ		0

		資産区分 シサン クブン		番号 バンゴウ		有価証券の内容 ユウカ ショウケン ナイヨウ		区分 クブン		証券会社名・支店 ショウケン カイシャ ナ シテン		金額 キンガク

		有価証券 ユウカ ショウケン		1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

										有価証券合計 ユウカ ショウケン ゴウケイ		0
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信託で自社株を長男に承継したらどうなる？
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遺留分
配偶者 25%、長女・次男 8.3%
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委託者が実現したいことは、
『後継者の長男に、速やかに自社株を承継したい』
しかし、自社株を全て長男に承継する信託をつくると、
他の相続人の遺留分を侵害するような可能性がある

実務家として、信託を検討する際の考え方のキホン

委託者が実現したいことを実現する。
そして、遺留分を侵害しない仕組みを合わせて検討する

実務家としての考え方のキホン

では、
この場合、どうする？

信託だけでは実現できないことも理解しておく
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信託を検討する際のキホン

１．どの財産？ 信託財産（財産は受託者に帰属することに）

２．信託する財産について達成したい目的があること 信託目的

３．特定の者が、目的達成のために信託財産を管理・処分および必要な行為をすること

受託者が、目的達成のために、信託財産を管理・処分および必要な行為をする

11
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信託法を確認する ①

（定義）第二条
この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的（専らその者の利益を図る目的を除く。同条におい
て同じ。）に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成の
ために必要な行為をすべきものとすることをいう。

12
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信託法を確認する ②
信託財産

受託者に属する財産。
信託により管理又は処分すべき一切の財産（信託法 2条3項）

信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、
管理処分等により受託者が得た財産（信託法 16条）

受託者は、信託財産に属する財産と受託者の固有財産とを区別して
管理する義務がある（信託法 34条）
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信託法を確認する ③

受託者

信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理
又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務
を負う者（信託法 2条5項）

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的達成
のために必要な行為をする権限を有する（信託法 26条）

ただし、信託行為により権限に制限を加えることができる
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受益者、受益権

（定義）第二条
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（略）
６ この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。
７ この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務で
あって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権
（以下「受益債権」という。）及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その
他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。

信託法を確認する ④

15

ポイント
受託者が受益者に負う債務
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委託者 受託者
信託契約に規定された受益権を有する者

受益者

信託財産

● 財産の引き渡し
● 財産に係る給付

債権（受益債権）

債権に基づく請求

引き渡し・給付
義務

受託者は、
受益者のために信託財産を管理している、とみえる

受益者は受益権を有する者

債権が守られているか
受託者を監督する権利
【受益権】

16

権利
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信託が終了したときの残余の信託財産の帰属

残余財産受益者
信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき
者として指定された者。 （信託法 182条1項）
残余財産受益者は、受益者となったときから受益権を有する。

帰属権利者
信託終了後、清算受託者による清算が終了した後の残余の信託財産を
給付される者 （信託法 183条）

信託法を確認する ⑤
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信託契約の内容が大切

信託目的の実現にむけて信託契約

・信託の目的
・受託者は誰か
・信託財産の管理方法
・受託者が行わなければ
ならないこと
・受益者は誰か
・受益権の内容は
・信託の終了事由は
・終了したときに
信託財産を誰にわたすか

・いつまで
終了する事由

契約によって行った信託は、
信託契約に従って信託事務が行われる

・信託財産の管理・処分しかた
してよいこと、してはいけないこと

・誰が
受託者、受益者、帰属権利者

特に、終了時の
残余の信託財産の帰属
には気を付ける
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財産を信託していないとき

財
産
の
所
有
者
が
亡
く
な
る

相続人

遺産

①遺言があるとき
⇒遺言に従って遺産を分割

②遺言がないとき
⇒相続人が協議して遺産を分割

遺産は相続人の財産

所有する財産は、
所有者が管理・処分
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信託している財産と信託していない財産の大きな違い

委
託
者
が
亡
く
な
る

遺産は相続人の財産 ⇒遺産分割

信託財産は、
受託者が管理・処分

信託

信託財産

委託者 受託者

信託していない財産

信託財産は、
受託者に移転した財産

相続人

遺産

信託財産

受託者

⇒遺産分割しない

信託契約にはどのように？

財産は、
所有者が管理・処分
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実務家として、信託を検討する際の考え方のキホン

□ 信託でしか実現できないことがある

□ それを信託で実現すると、他に大きな影響が生じる場合がある

□ 信託に加えて他の仕組みも合わせて考える

争いを生じさせることにもつながるかもしれない

□ 信託契約の内容は重要 複眼的にチェックすること
他者に協力してもらうことも必要
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信託のキホンを理解して、お客さまにどう伝える？
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信託する財産を所有している人は、
その財産の管理・処分と承継を任せることができるとても便利な制度

信託する財産の「管理・処分」と「承継」の仕組み

信託は、

23

【お客さま説明資料の例】 信託で何ができる？
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信託の目的を実現するために
所有権を移転する

信託する人
信託する財産の所有者

信託を引き受ける人
目的を達成するのために
財産を管理・処分する人【委託者】
【受託者】

【信託財産】

【お客さま説明資料の例】 信託する人、信託を引き受ける人

24

＊＊＊＊ 様
＊＊＊＊ 様

【土地・建物・金銭】

土地・建物・金銭

信託財産の所有者

契約を結ぶ
【信託契約】
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信託を引き受ける人
目的を達成するのために
財産を管理・処分する人
【受託者】

【信託財産】

【お客さま説明資料の例】 信託を引き受ける人、信託した財産を利用する人

25

＊＊＊＊ 様

土地・建物・金銭

信託財産の所有者

信託した財産を使う・
利益を得る人
【受益者】

＊＊＊＊ 様

信託した財産の管理を任せて
信託した財産を使う・利益を得る
【信託財産から得られる利益も信託財産】

利用しやすいように
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【お客さま説明資料の例】 ＊＊様の家族信託の全体像

信託を引き受ける人
目的を達成するのために
財産を管理・処分する人
【受託者】

【信託財産】

＊＊＊＊ 様

土地・建物・金銭

信託財産の所有者

信託する人
信託する財産の所有者

【委託者】

＊＊＊＊ 様

信託財産を守り続ける

信託した財産を使う・利益を得る人
【受益者】

＊＊＊＊ 様

＊＊様のご相続後
信託した財産を使う権利が
次の受益者に

土地・建物・金銭
移転

信託契約
利用

終了事由が生じて信託終了
残った信託財産を得る人帰属権利者

信託契約での定めに従い、
残った信託財産が帰属

＊＊＊＊ 様

＊＊様
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信託の税務【キホン】について
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信託契約

28

利益の給付

信託財産

管理・処分

家族信託は、受益者に課税します

受益者は、
信託財産に属する資産・負債
を有するとみなします

家族信託の課税の基本

信託財産は
受託者の名義

財産を移転
して管理を任せる

委託者 受託者 受益者
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（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属）
第十三条 信託の受益者（受益者としての権利を現に有するものに限る。）は当該信託の信
託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及
び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投
資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該
信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

以下、略＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

所得税法を確認する

受益者が、信託財産を有するとみなされて課税
所得税法13条、法人税法12条
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信託に関する税務を理解
相続税法 第9条の２

1項 信託を開始したとき

2項 信託の期間中。新たな受益者が生じたとき

3項 信託の期間中。一部の受益者が存在しなくなり、新たな受益者が生じたとき

4項 信託終了時

5項 特定委託者 【これは意識しなくてよい】

6項 みなし規定
信託の権利を取得したものは、信託財産の資産・負債を取得し承継したものとみなす
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（贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利）
第九条の二 信託（退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを
除く。以下同じ。）の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受
益者等（受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同
じ。）となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等と
なる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与（当該委託者の死亡に基
因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈）により取得したものとみなす。
２ 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等
が存するに至つた場合（第四項の規定の適用がある場合を除く。）には、当該受益者等が
存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当
該信託の受益者等であつた者から贈与（当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益
者等が存するに至つた場合には、遺贈）により取得したものとみなす。

相続税法を確認する ①
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第九条の二 つづき
３ 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合に
おいて、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する
権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなく
なつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であ
つた者から贈与（当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、
遺贈）により取得したものとみなす。
４ 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託
の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受
けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産（当該信託の終了の直前において
その者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託
に関する権利に相当するものを除く。）を当該信託の受益者等から贈与（当該受益者等
の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈）により取得したものとみなす。

相続税法を確認する ②
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６ 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に
関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、
又は承継したものとみなして、この法律（第四十一条第二項を除く。）の規定を適用する。ただ
し、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第二十九号（定義）に規定する集団
投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号
（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属）に規
定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

5項 省略

4項の規定については、
信託財産に属する資産及び負債を取得または承継したものとみなされない

第九条の二 つづき

相続税法を確認する ③
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信託契約

34

利益の給付

信託財産

管理・処分

家族信託を始めたときの課税

財産を移転
して管理を任せる

委託者と受益者が同じ場合
受益者は課税されません

信託財産が、委託者より受託者に移転しますが、
受託者は課税されません

委託者と受益者が同じ信託
信託開始時に
誰も課税されません

委託者 受託者 受益者
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信託契約

35

利益の給付

信託財産

管理・処分

家族信託を始めたときの課税 【贈与税】

財産を移転
して管理を任せる

委託者と受益者が異なる場合
受益者は贈与税が課税されます

信託財産が、委託者より受託者に移転しますが、
受託者は課税されません

委託者と受益者が異なる信託
信託開始時に
受益者が課税されます

課税

委託者 受託者 受益者



Copyright 2024 Keishisha, Inc. All Rights Reserved.

信託契約

36

利益の給付

信託財産

管理・処分

家族信託の期間中の課税 【所得税】

財産を移転
して管理を任せる

信託財産は受託者の名義ですが、
受託者は課税されません

受益者は、
信託財産を有するとみなし、
信託財産の所得区分で、
所得税が課税されます

信託財産に関する費用は、
信託財産の収入から
差し引くことができます

委託者 受託者 受益者

課税
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信託契約

資産を移転して
管理を任せる

利益の給付

信託財産

管理・処分

受益者等課税信託の課税 【相続税】

当初の受益者が亡くなる

初めは、
委託者＝受益者
なので課税なし

課税
利益の給付

委託者 受託者 受益者

次の受益者

信託財産を夫から相続したとみなし
相続税が課税される

配偶者（妻）
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信託契約

38

利益【配当】
の給付

信託財産

管理・処分

家族信託の終了時の課税

財産を移転
して管理を任せる

受益者が亡くなり終了

信託財産を相続したとみなし
相続税が課税される信託が終了し、信託の終了時の受益者に

残余の信託財産が帰属する場合、課税されません

残余の信託財産が
帰属する人 課税

委託者 受託者 受益者

残余の信託財産
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信託すると税の優遇制度が使えない、税の取扱いが異なることがある

□ 『被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例』 が使えない
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から
令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除
することができる特例

□ 信託している不動産と信託していない不動産について所得税上の損益通算ができない

□ 信託契約の内容によっては、相続時の債務控除ができない

A賃貸不動産：信託財産、 B賃貸不動産：信託していない財産
A賃貸不動産赤字、B賃貸不動産黒字の場合の損益通算は不可

当初受益者死亡により信託契約が終了する場合の債務控除はできない（相続税法9条の２）

東京国税局文書回答事例（令和４年１２月２０日）には、「本件特例は、措置法３９条に規定する
特例のように、相続税法の規定により遺贈等による財産の取得とみなされる場合を対象に含む旨は規定
していません」と明記されている
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検討した信託について法律の専門家が

信託契約書を作成

信託契約書を

公正証書にする

公証役場

STEP❹

信託開始前の調整事項

契約内容を金融機関と調整
（信託口口座開設・信託財産に抵当権が設定されている場合）

Copyright 2020 Keishisha, Inc. All Rights Reserved.

トラコム掲載資料
『民事信託を始めるまで』より
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金融機関との事前調整

□ 借入残がある賃貸不動産を信託する場合

金融機関の事前承諾を得ないと、残債を一括で返済しなければならなくなってしまう

□ 信託した財産から得られる収入を管理する専用口座を開設する

すべての金融機関が、家族信託に対応していない
（現時点では、対応していない金融機関の方が多い）



Copyright 2022 Keishisha, Inc. All Rights Reserved. 42

【参考】 金融機関の金銭消費貸借契約書（抜粋）
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信託コンサルティング報酬

信託契約案作成報酬

公正証書作成費用

信託する資産の移転費用

費用の内訳

登録免許税（不動産の場合）

支払先

法律専門家
（弁護士・司法書士・行政書士）

信託のコンサルティングを行う者
信託契約案を作成する者

公証人

金融機関

司法書士

税金

報酬算出の根拠

相談する先により報酬体系が相違
信託する資産額に一定率を掛ける場合が多い

相談する先により報酬体系が相違
信託する資産額に一定率を掛ける場合が多い

公証人手数料の規定がある
https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
例：信託財産額が1億円→43,000円
（証書枚数加算あり 4枚を超えるとき1枚250円）

金融機関により異なる（無料～10万円）

固定資産税評価額×0.4%
（令和8年3月31日まで土地は0.3％軽減税率）

司法書士により異なる

信託にかかる費用

金銭を管理する預金口座開設
不動産を受託者へ所有権移転

https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
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次回講座の予定日

12月12日（木）18時～19時
Zoomを利用したオンライン講座

【困った・揉める・争いがおきる】
民事信託にならないよう備えておくべきこと



ご留意事項

・本資料は、作成日現在の法律・税制等に基づくものです。
・本資料にシミュレーションが含まれる場合、前提として記載している想定条件に基づくシミュレーションであり、
実際の状況とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。
・本資料は、情報を提供するために作成したものであり、その確実性・完全性に関して保証するものではありません。
実際の個別具体的な税務に関する相談、法律に関する相談については、本資料を取得された方ご自身の責任で弁護士、
会計士、税理士などの各専門家にご相談いただくようお願い申し上げます。
・本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、今後、予告なしに変更されることがあります。
当社は本書のアップデートを行うことをお約束いたしません。
・本資料に記載された商品・サービス等については、その実行・提供をお約束するものではありません。
・本資料は当社の財産であり、要求があったときは当社に返還され、本資料を取得した方が作成した写しは破棄されるものとします。
本資料を取得された方及び当社のいずれも上記に反する表明や誓約に依拠することはできません。

本資料作成日：令和６年11月26日
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